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学校再開における新型コロナウイルス感染防止策について 

 
この度、本校におけるコロナ感染症拡大につきましては、保護者の皆様をはじめ関係者の方々に
ご心配をお掛けしました。 
今回の感染経路に関わる接触者調査については１月２３日（土）までで概ね終了し、新たなＰＣＲ
検査を実施する状況ではなくなりました。また、昨日、本日と生徒のコロナ感染状況を見極める期間
としておりましたが、県教委の指導を受けて新たな調査を実施する状況にないとの判断から、１月
２７日（水）から学校を再開することとしましたのでお知らせします。 
なお、安全で安心な学校生活を再開するためにも、さらなるコロナ感染防止対策や生徒の心のケ
アのために、当面の間、下記のことを実施したいと考えておりますので、ご家庭でのご協力とご理解
をお願いいたします。 
また、ご質問やご相談等については、学校にお問い合わせください。 
 

記 
 

（１）健康観察・マスク着用の徹底 
・毎日の登校前に検温し健康観察を徹底する。 
・発熱等の風邪症状がある場合は、登校させない。 
・自宅を出るときから、下校して自宅に着くまではマスクを着用する。 

 
（２）昼食等の食事の場面 
・食事をとる際には、食事の前後の手洗いを徹底する。 
・食事に当たっては、飛沫を飛ばさないよう、机を向かい合わせにしないで会話を控える。 
・食事後には必ずマスクを着用する。 
 

（３）体育の授業 
・文部科学省やスポーツ競技ごとの感染防止のガイドラインをしっかり守る。 
・体育館など屋内で実施する必要がある場合は、特に呼気が激しくなるような運動を避ける。 
・屋内（体育館、武道場など）換気のため開放状態で活動する。 
 

（４）部活動における感染症対策の強化 
・１月２７日（水）～１月２９日（金）は部活動を活動休止とする。 
・用具の準備や後片付けの時など、運動を行っていない際は、可能な限りマスクを着用する。 
・用具、部室等の消毒を徹底する。 
 

（５）その他 
  ・１月２７日（水）～１月２９日（金）は時差登校期間とし、９：１０登校とする。 
  ・心配や悩み事がある場合はスクールカウンセラーへ相談する。 
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